


各論② 在宅ケアにおける管理栄養士の役割 前田佳予子

目標 超高齢社会を迎え、医療に求められる機能と役割は大きく変わる中、地域包括ケ
アシステムの構築が急がれ、在宅医療のニーズが高まっている。高齢者が住み慣
れた地域で最期までその人らしく暮らすためには適切な食・栄養支援は欠かせな
い。その支援の一つに在宅訪問栄養食事指導がある。令和2年度の診療報酬、令
和3年度の介護報酬の改定は、管理栄養士に期待される内容の改定であった。在
宅ケアにおける管理栄養士の役割について理解していただくことが目標である。

Keyword 在宅患者訪問栄養食事指導、居宅療養管理指導、自立支援・重度化防止、栄養ケア・マネジメント、
栄養ケア・ステーション

内容
1. 在宅ケアを必要とする患者の動向
2. 在宅療養者の栄養状態の現状
3. 令和2年度診療報酬改定の概要
4. 在宅患者訪問栄養食事指導と居宅療養管理指導
5. 自立支援・重度化防止を効果的に行うための取組の連携
6. 在宅ケアにつなぐ栄養ケア・ステーション

略歴 (一社)日本在宅栄養管理学会理事長、武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科教授(管理栄養士)



厚生労働省:地域包括ケアシステムの実現へ向けて、今後の高齢者人口の見通し,  
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-1.pdf

今後の高齢者人口の見通しについて





在宅療養患者の栄養状態

低栄養（0～7点）

低栄養のおそれ（8～11点）

良好（12～14点）

欠損値

在宅療養患者の
栄養状態

n=993

対 象

在宅で診療または訪問対応した65歳以上の在宅療養患者
993人（男性384人、女性609人）
在宅療養者・・・自宅で「訪問診療」、「訪問歯科」、「訪問看
護」、「訪問リハビリテーション」、「訪問栄養指導」、「訪問
薬剤指導」を受けている者

在宅療養患者の栄養状態

低栄養

低栄養のおそれ

MNA-SF（簡易栄養状態評価表） ※
※問診票を主体とする簡便なスクリーニング法

大塚理加,齋藤京子,葛谷雅文 他：在宅療養高齢者の栄養状態・摂食状況について,日本在宅栄養管理学会誌3（1）,3-11,2016.
（平成24年度老人保健健康増進等事業 在宅療養高齢者の摂食状況・栄養状態の把握に関する調査研究）



住まい

医 療 介 護

地域包括ケアの鍵となるのが栄養・食事

他（多）職種連携
医療施設間連携

他（多）職種連携
介護施設間連携他（多）職種連携

医療・介護施設間連携

他（多）職種連携 他（多）職種連携

在宅ケアをつなぐ
栄養ケアステーション



あわせる

担当者と情報共有(入院後7日以内)

ケアマネジャー、訪問看護、かかりつけ医、施設、 患
者・家族(具体的な生活情報の把握)

ととのえる

生活の中に医療がアレンジで
きるか。その人の暮らしを全
体的にみる

つなぐ

・どのような生活を送るか

在宅担当者と共有し、役割
分担(退院時カンファレンス

そなえる

退院後、在宅医療期訪問栄養食事
指導実施前に看護サマリーは必ず
読む

退院

入院

入退院支援のイメージ













在宅訪問栄養食事指導とは
在宅訪問栄養食事指導は、医療保険または介護保険を用いて、在宅患者宅を訪問して栄養改善を目指すサービス

医療保険は「在宅患者訪問栄養食事指導」という名称で、在宅で療養を行っており、通院困難な患者であって、別
に厚生労働大臣が定める者に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師
の指示に基づき管理栄養士が訪問して、具体的な献立などによって栄養管理に係る指導を行った場合に患者1人に
つき月2回(1回30分以上)に限り所定点数を算定できる。

これまでの医療保険は、当該医療
機関の管理栄養士でないと、在宅
訪問栄養食事指導料を算定できな
かった。

令和2年度の改定で、当該医療機関※以外
の管理栄養士も算定できるように変更さ
れた。

医療保険
医療機関の主治医の指示

主治医が指示する主な項目は以下の通り
・熱量、熱量構成
・たんぱく質量
・脂質量 主治医の指示

※他の医療機関および栄養ケ
ア・ステーション(日本栄養士会
又は都道府県栄養士会が設置・
運営する栄養ケア・ステーショ
ン）の管理栄養士



栄養食事指導の見直し

 外来・在宅患者に対する栄養食事指導を推進する観点から、診療所における外来栄養食事指導
料及び在宅患者訪問栄養食事指導料について、他の医療機関及び栄養ケア・ステーションの管
理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。

外来栄養食事指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料の見直し

現行

【外来栄養食事指導料】
イ 初回 260点
ロ ２回目以降 200点

【在宅患者訪問栄養食事指導料】
１ 単一建物診療患者が１人の場合 530点
２ 単一建物診療患者が２人～９人の場合 480点
３ １及び２以外の場合 440点

改定後

【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料１ (1) 初回 260点

(2) ２回目以降 200点
ロ 外来栄養食事指導料２ (1) 初回 250点

(2) ２回目以降 190点

【在宅患者訪問栄養食事指導料】
１ 在宅患者訪問栄養食事指導料１
イ 単一建物診療患者が１人の場合 530点
ロ 単一建物診療患者が２人～９人の場合 480点
ハ イ及びロ以外の場合 440点
２ 在宅患者訪問栄養食事指導料２
イ 単一建物診療患者が１人の場合 510点
ロ 単一建物診療患者が２人～９人の場合 460点
ハ イ及びロ以外の場合 420点

［外来栄養食事指導料２、在宅患者訪問栄養食事指導料２の算定要件］

診療所において、特別食を医師が必要と認めたものに対し、当該保険
医療機関以外（日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営
する「栄養ケア・ステーション」又は他の医療機関に限る）の管理栄養士
が、当該保健医療機関の医師の指示に基づき対面で必要な栄養指導を
行った場合に算定する。

令和２年度診療報酬改定 Ⅲ－４ 地域包括ケアシステムの推進のための取組の評価 －⑧

診療所

在宅等

栄養ケア・ステーション
他の医療機関
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労働条件通知書・雇用契約書（例）

雇用身分 □非常勤管理栄養士(認定在宅訪問管理栄養士・在宅栄養専門管理栄養士)

雇用期間 西暦 年 月 日から

就業場所 □甲との契約のもと指定された派遣対象者宅等（ ）

就業内容 □栄養食事指導 □その他（ ）

就業時間
および休憩時間

□午 前
後 時 分から午 前

後 時 分まで【週 時間 分】

□1回の指導につき 時間 分【月 回】

□休憩時間 【 □有（ 分）／□無】

所定時間外労働
1. 所定外労働【 □有（ 時間程度）／□無】

2. 休日労働 【 □有（ 時間程度）／□無】

休日 週休 日【月 日まで】

賃金

1. 基本給【 □月給 □日給 □時給 （ 円）】

2. 諸手当【 通勤手当 円、 手当 円 】

3. 時間外労働に対する割増率【 □法定通り 】

4. 賃金締切日【 日】、支払日【 日】、銀行口座振替【同意・拒否】

退職に関する事項
1. 定年制【 □有（ 歳）／ □無 】

2. 自己都合退職【 退職する 日以上前までに届けること 】

3. 解雇事由および手続き【 】

保険関係 □労災保険 □雇用保険 □健康保険 □厚生年金保険 □その他

更新の有無 □自動的に更新する □更新する場合がありうる □契約の更新はしない

更新の判断
（いずれかの判断）

1. 契約満了時点の業務量 2. 本人の職務能力、態度 3. 就労成績、健康状態

4. 従事している業務の進捗状況

期間満了までの30日前までには更新の手続きを完了する

特約事項

1. 法令を遵守するとともに、誠実に自己の職務を遂行する。

2. 乙は業務上知り得た利用者に関する全ての情報を秘密に保持し、
業務に関係する限定された従業員以外の第三者に開示又は漏洩しない。
退職後もまた同様とする。

3. 本契約に規定されていない事柄は、甲乙協議の上、定めるものとする。





介護保険は「居宅療養管理指導」という名称である。
管理栄養士が医師の指示に基づき、特別食を必要とする。または、低栄養状態にあると医師が判断した利用者
に対して、居宅または居住系施設を訪問し、栄養管理に関する情報提供および栄養食事相談または助言を行っ
た場合に、月2回(1回30分以上)を限度に算定する。
介護保険はケアマネジャーが中心となってサービス担当者会議を開催する。

主治医の指示書
主治医は栄養ケア計画の作成に共同し、その計画に基づいて指示等を行うこととされています。

医療保険の場合と異なり、指示する項目は特に決められていません。

介護保険の場合



管理栄養士による居宅療養管理指導

居宅療養管理指導事業所の
管理栄養士が行う場合

当該居宅療養管理指導事業所以外の
管理栄養士が行う場合

居宅療養管理指導事業所
（病院又は診療所）

主治医 管理栄養士

居宅療養管理指導事業所
（病院又は診療所）

主治医

当該居宅療養管理指導事業所以外
（医療機関、介護保険施設※、

日本栄養士会又は都道府県栄養士会が
運営する栄養・ケアステーション）

管理栄養士

居宅療養管理指導費（Ⅰ） （443～544単位） 居宅療養管理指導費（Ⅱ） （423～524単位）

保険者 保険者

なお、他の指定居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士を確保し、居宅療養管
理指導を実施する場合、主治医が認めた場合は、管理栄養士が所属する居宅療養管理指導
事業所が算定することも可能

請求 支払い

訪
問

栄養管理に係る情報提供・指導・助言

請求 支払い

指示

報告

指示

報告

訪
問

栄養管理に係る情報提供・指導・助言

連携（契約）

常勤又は
非常勤

※介護保険施設は、常勤で１以上又は
栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて
管理栄養士を配置している施設に限る。

18



訪問栄養食事指導の種類(2021年 令和3年度)

要介護認定 あり なし

適用保険
介護保険 医療保険

居宅療養管理指導(1単位＝10円) 在宅患者訪問栄養食事指導(1点＝10円)

算定額

単一建物居住者 単一建物居住者

①1人 ②2～9人 ③10人以上 ①1人 ②2～9人 ③10人以上

Ⅰ 544単位 486単位 443単位 530点 480点 440点

Ⅱ 524単位 466単位 423単位 510点 460点 420点

実施機関

居宅療養管理指導事業所 医療機関

Ⅰ
指定居宅療養管理指導事業所に所属する
常勤または非常勤

かかりつけ医と同一の医療機関に所属する
常勤または非常勤

Ⅱ

栄養ケアステーション(日本栄養士会・都道府県栄養士会)

他の医療機関 他の医療機関

Ⅰ以外の介護保険施設

(介護保険施設サービスの人員基準を超え
て管理栄養士を置いている又は常勤の栄養
士を1名以上置いている場合)

医師の指示
事項

栄養ケア計画に基づいた指示

患者毎に適正なものとし、熱量・熱量構成・
タンパク質・脂質その他の栄養素の量、病
態に応じた食事の啓太などにかかる情報の
うち、医師が必要と認めるものに関する具体
的な指示



実施内容

・関連職種と共同で栄養ケア計画を作成し、
交付

・食品構成に基づく食事計画案又は具体
的な献立を示した食事指導箋を交付

・栄養管理に係る情報提供書及び指導又
は助言を30分以上行う

・食事指導箋に基づき、食事の用意や摂食
に関する具体的な指導を30分以上行う

・栄養ケアマネジメントの手順に沿って栄
養状態のモニタリングと定期的評価、計画
の見直しを行う

対象

通院または通所が困難な利用者で、医師
が厚労労働大臣が別に定める特別食を提
供する必要性を認めた場合又は当該利用
者が低栄養状態にあると医師が判断した
場合に対象となる

通院が困難な患者であって、別に医師が
定める特別食を提供する必要性を認めた
場合に対象となる。

指導対象は患者又は家族など

対象食

腎臓食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、
心臓疾患などに対する減塩食、特別場合の検査食、十二指腸潰瘍に対する潰瘍食、
クローン病及び潰瘍性大腸炎による腸管機能低下に対する低残渣食、高度肥満症食
(肥満度が40％以上、又はBMIが30以上）、高血圧に関する減塩食(食塩6g未満)

経管栄養のための流動食、嚥下困難者
（そのため摂食不良となった者も含む）の
ための流動食、低栄養状態に対する食事

フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホ
モシステイン尿症食、ガラクトース血症食、
尿素サイクル以上症食、メチルマロン酸血
症食、プロピロン酸血症食、極長鎖アシル-
CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食治療
乳、無菌食、がん、摂食嚥下機能低下、低
栄養

給付限度 月2回
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○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。【通知改正】

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議につい
て、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計画
書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

算定要件等

３．（１）① リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介
護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者
生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療
施設、介護医療院】



サービス

Ⅰ型
(病院・福祉)

Ⅱ型
(教育機関)

Ⅲ型
(行政機関)

Ⅳ型
(民間企業・NPO等)

栄養ケア・ステーション
事業拠点（支部）

情報・相談

栄養ケア・ステーション
事業拠点（支部）

情報・相談

栄養ケア・ステーション
事業拠点（支部）

情報・相談

サービス

日本栄養士会
リーダー研修

情報収集・提供

情報解析・検証

事業企画・支援

JDA –CRC
栄養ケア・リサーチ・センター

支援
連携
協議

連携

都道府県栄養士会栄養ケア・センター

○人材育成事業
実践・フォローアップ研修
人材登録・紹介

○支援・企画事業
情報提供・作成
保健指導の企画
栄養・運動指導、講演

連携
協議

公的機関

民間企業
NPO等

依頼

一般住民（介護者・患者等含む）

国
レ
ベ
ル

県
レ
ベ
ル

市
町
村

依頼 依頼

サービス サービス

依頼サービス

支援 連携

医療機関

福祉施設

都道府県栄養士会栄養ケア・ステーション

【日本栄養士会・都道府県栄養士会の役割】

認定栄養ケア・ステーションの設置 341拠点、4,318名 2020.12.5 現在



日本栄養士会・都道府県栄養士会と認定栄養ケア・ステーションの関係

日本栄養士会

JDA-CRC
栄養ケア・リサーチ・センター

栄養ケア・ステーション
事業拠点(都道府県栄養士会支部) 情報提供・相談

リーダー研修

情報収集・提供

情報解析・検証

事業計画・支援

都道府県栄養士会ケア・センター機能

支援 連携連携
意識

連携
協議

医療機関 介護機関

公的機関

民間企業
NPO等

連携委託

都道府県栄養士会栄養ケア・ステーション

国
レ
ベ
ル

県
レ
ベ
ル

市
町
村

〇人材育成事業
実践・フォローアップ研修
人材登録・紹介

〇支援・企画事業
情報提供・作成
保健指導の企画
栄養・運動指導、講演

機能強化型認定栄養ケア・ステーション
医療・介護での栄養ケア体制が整備された拠点

支援

連携

連携 情報共有

連携

依頼

依頼



各施設・事業所における栄養関連加算（令和３年度介護報酬改定後）

赤字改定事項及び栄養ケア・

ステーションから算定可

介護保険施設

通所介護
通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

（介護予防通所リハビリテーション
介護予防認知症対応型通所介護）
看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護

地域密着型特定施設入所者生活介護
（介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症共同生活介護
介護予防特定施設入所者生活介護）

栄養マネジメント強化加算 11単位/日
※入所者全員

経口移行加算 ※経口摂取困難者

経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ) 原則６月要件緩和

再入所時栄養連携加算 200単位/日 ICT活用
※入院中に大きく栄養管理を変更した者

療養食加算
※療養食が必要な者

低栄養リスク改善加算
※入所時に低栄養リスク高い者

栄養アセスメント加算 50単位/月 ※利用者全員

栄養改善加算 200単位／回 現行要件＋必要に応じ訪問
※低栄養状態又はおそれのある者

＜認知症GH＞ 栄養管理体制加算 30単位/月
※管理栄養士から助言等を受ける事業所

LIFE活用（要件）

※加算の対象

※基本サービスに包括化
・栄養マネジメント加算

口腔・栄養スクリーニング加算 （Ⅰ）20単位/回
（６月に１回） ※利用者全員 （Ⅱ）５単位/回

LIFE活用（要件） 居宅療養管理
指導

※通院又は通
所が困難な者
で、特別食を
必要とする者
又は低栄養状
態にある者

外部との連携

併
算
不
可

口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回
（６月に１回） ※利用者全員



多職種連携の症例
年齢・性別 101歳 女性 次女家族と同居(201X年4月～同年12月)
主病名：慢性心不全、慢性腎不全、高血圧症、脂質異常症、2型糖尿病
医師の指示：嚥下障害のための栄養食事指導
介護度：要介護1
認知度：認知機能は年相応
身体状況：身長140cm?、体重40kg、下腿周囲長26.5cm(浮腫み有)
MNA-SF:5点 低栄養
介入職種・施設：訪問診療、訪問看護、ケアマネジャー、管理栄養士、
通所介護施設

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

NT-PRO
1971 15578 6742 4188 4211 4027 6785

BNP

HbA1c
6.4 8.3 8.9 9.6 12.1

(NGSP)

eGFR 17.1 17.6 23.9 23.4 25.8 24.1 15.9



食事はコード2、目指せ、食事時間は60分

やわらかごはん スベラカーゼ粥

お茶ゼリー お茶ゼリー＋粉飴

野菜類 電気圧力鍋＋コーヒーフレッシュ

あいーと・UDF(ユニバーサルデザイン)の嚥下食を使って、

介護者はレスパイト

オリゴ糖で自然排便を目指す

食事で食べ足りないときは栄養剤



薬が減ったら…
姿勢が自分で保持できる

覚醒時間が長くなる

食事量が増える

食事時間が短くなる

・体重40kg           体重43kg

・4月からデイサービス中止 10月からデイサービス再開

・外にお出かけして食事ができた。

・カフェでケーキを食べる



4月 7月 9月 11月

NO.1 タナトリル 降圧剤 サムスカ 心不全・利尿薬 サムスカ サムスカ

NO.2 ダイアート ループ系利尿薬 ダイアート ダイアート ダイアート

NO.3 ネシーナ D-PP4阻害薬 ネシーナ ネシーナ ネシーナ

NO.4 タケルダ アスピリン+潰瘍予防 タケルダ タケルダ タケルダ

NO.5 メバロチン 脂質異常 マグミット マグミット マグミット

NO.6 フェブリク 痛風
ハイドロサイトジェントル
銀

ハイドロサイトジェントル銀 浣腸液

NO.7 マグミット 便秘薬

NO.8 アズノール軟膏 皮膚のただれ・傷

NO.9 ハイドロサイトジェントル銀 創の保護剤

NO.10 カロナール 鎮痛解熱剤

介入前の101歳の嚥下障害で低栄養の高齢女性 嚥下障害と低栄養を改善した高齢女性102歳


